
(改正前) (改正後)

行　為 罰　金 区　分 罰　金

所有者以外 30万円以下

所有者 15万円以下

所有者以外 30万円以下

所有者 15万円以下

無許可の現状変更等 3万円以下 15万円以下

市指定有形文化財の 損壊・
毀棄・隠匿

５万円以下

市指定史跡名勝天然記念物
の滅失・毀棄・衰亡

５万円以下


